
阪神地区私立大学の相互利用について

はじめまして、今ご紹介いただきました大

阪産業大学の久保と申します。阪神地区の私

立大学の相互利用ということですが、本当の

名前は私立大学図書館協会西地区部会阪神

地区協議会阪神地区相互利用協定登録加盟

館相互利用担当者連絡会。非常に長いので、

今日は単に連絡会という名称で呼ばせていた

だきます。この連絡会と申しますのは、大阪

と神戸地区だけの小さな集まりです。昭和４９

年４月に３４館で発足し、現在４１館の加盟が

あります。相互利用の実務担当者ばかりが集

まり、日頃困っている項目などを話し合うと

いう、情報交換の場であると考えていただい

て結構です。その活動内容について簡単に説

明したいと思います。

冊子体の阪神地区相互協力ハンドブックを

作っておりまして、これは４８年３月に改訂

されております。この中身と中しますと、加

盟大学のアルファベット順に並んでいまして、

大学名、所在地、電話番号、係の名称、相互

利用を受けられる受付時間、平日と土曜日。

日曜日が開館していれば日曜日も書いており

ます。通常開館時間と夏休み、冬休み等の休

開館日の定まっているものについては記載さ

れています。次に相互利用に関し参加範囲。

（貸借、複写、閲覧）が記載されています。

そして利用者が来館される場合の諸注意や、

複写に関して料金の支払方法、銀行の口座ナ

ンバー、郵便振替のナンバー、切手や現金で

ないと受け取りませんという内容のものが人
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つています。蔵書目録・雑誌目録の有無、各

大学の設置学部・学科、相互利用で来館され

る場合の地図と交通機関、そしてそのうもろ

に協定内容が載っています。その次に本日特

に話してほしいというご依頼のありました、

分担保存についての要項、要領と分担保存誌

の一覧表が載っています。また各大学で特徴

的に集めているコレクションについてどうい

うものがあるか、特に何とか文庫という名前

がついていますと、その中身が一体どのよう

なものであるかが分りにくいので、その特徴

的な項目、例えば生田文庫というのを関西大

学でお持ちなんですが万葉学の関係書である

とか、簡単な内容説明が載っています。そし

てその資料の貸し出し、複写ができる、できな

いなど、実務者が非常に重宝するようなもの

にしています。もしお作りになるのでしたら

参考にしていただければと思います。

ハンドブックに載ってない項目が色々ある

のですが、その一つは担当者の名前です。大

学の場合人事移動が結構ありますので、担当

者のリストは毎年１回４月に発行しています。

その他新規の受入雑誌リストや重複雑誌等で

不用になりました雑誌のリストの交換を行っ

ています。統計も毎年１回、各大学に配布し

ています。先程も複写料金の統一単価という

話か出ていましたが、本連絡会でも統一料金

かおりまして、大学の場合非常に値段がばら

ついていますが、現在は３５円で行っています。

最近大学の廻りを見ますと、１０円コピーカ俳
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常に多くなりまして、少し高くなってきたな

というふうに感じております。この料金に関

しても一部の大学ですが、年間一括払いや半

年間で一括精算するというような方法が、今

年の４月から導入されています。またファク

シミリによる文献複写の申し込みが、大阪工

業大学と大阪歯科大学の間で行われています。

今後各図書館にファクシミリが導入され、短

時間に複写が手に入るようになるのではない

かと思います。

外国の複写依頼に関して、ＢＬＬＤの場合

フォ ーマットとクーポン、またＩＦＬＡのほ

うでフォ ーマットというものが出ていまして、

イギリスやパリの国会図書館等が利用できま

す。一昨年近畿大学に運営委員校をしていた

だいていた時に、一括購入していただき、希

望館にお分けしたいということもありますし、

外国の情報機関の一覧表も作成しております。

今まで経験したものを集積し、所在地だとか、

フォーマットがいるとか、所蔵確認方法など

を載せたものを作成しています。

次に今日の本題である分担保存に入らせて

いただきます。分担保存はこの連絡会の中で、

昭和５２年から準備が始まり、分担保存の実

施検討運営委員会が設置されました。そこで

ｆ尉甫誌等（各大学が持っている日刊誌、週間誌）

のリストアップを行い、昭和５６年、５７年、 ５９

年と３次にわたって検討が行われました。現在

３１の大学で１２９種類が分担保存 されていま

す。この分担保存の収集方針について少し紹

介させていただきます。まず第１番目は、現

在継続中の新聞と週間誌に限るということで、

対象がここにしぼられております。第２番目

に色々なものが削除されています。その一つ

は大阪地区の６大学で連絡会前に分担保存が

始まっていまして、大阪市立大学、関西大学、

大阪大学、大阪府立大学、大阪外国語大学、

大阪経済大学、この６大学ではほとんど新聞

ですが、朝日新聞、毎日新聞、Ａｌｌｇｅｍｅｉｎｅ、

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｔｉｍｅｓ、人民日報、プラウダ。
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その他全部で１２種を分担保存していただい

ておりますので、連絡会は削除しました。そ

の次に削除しているのは、大学が発行してい

る新聞で、京都大学新聞、東京大学新聞など

６種類削除しました。今言っているタイトル

は、ハンドブックの中に載っておりますので

見ていただければ分かると思います。それか

ら大阪と兵庫の地方自治体が発行しているも

ので、福祉の大阪、大阪府政、神戸新聞の３

誌は府立図書館と兵庫県立図書館の方で利用

できますのでこれもはぶいております。それ

と各大学で製本保存されているもの、非常に

利用頻度の高いものと考えていただいて結構

なんてすが、朝日ジャーナル、エコノミスト、

工業経済、ＤｅｒＢｅｔｒｉｅｂ 、Ｎａｔｕｕｒｅ、Ｃｈｅｍｉ－

ｃａｌ Ａｂｓｔｒａｃｔｓなど約２０種類、全部で４１タ

イトルが分担保存からはずれています。この

分担保存ですが、できるだけ小数の館に片寄

らないようにしています。その保存誌に関し

ては、原則としてオリジナルを保存するよう

になっておりますが、場合により縮刷版でも

構わないことになっています。そして必ず製

本して保存するという条件がついております。

ごく一部なんですけれど、最初からマイクロ

でないと残していないという大学かおります

がそれは認めています。この分担保存の発足

しましたのは５２年で すが、実際に行われて

おりますのは５４年４月からで、必ず保存す

るという条件がついています。例えば大阪産

業大学の例をとりますと、本学の場合、日刊

自動車新聞、交通新聞、ＦｉｎａｎｃｉａｌＴｉｍｅｏｆ

Ｃａｎａｄａ、∂Ｋ０Ｈ０ＭＨＭｅＣＫａ月 Γａ３ｅＴａ

（ロシヤの週刊誌）の４誌を分担保存しています。

ここからは私見ですが、少しメリットとデ

メリットということでお話させていただきま

す。メリットとして１番目に挙げられるのが、

何と言いましても書庫のスペースが非常にら

くになってくる、これが最大の利点ではない

かと思います。２つ目として、欠号が出た場

合の心配が比較的少ない。必ず分担館のほう



で入手していただいておりますので、自館の

ほうで欠号を出した場合、もし入らなかって

もそこで利用できますので、欠号に対しての

安心感というものがあります。３番目として

特に新聞等、数年後に廃棄処分するところが

非常に多いので、廃棄処分してもそこの館に

行けば必ずオリジナルが見られるということ

で、そういう面での安心感というのが大きい

かと思います。ちなみに協定中の相互利用で

郵送を使った場合も、複写依頼をして早けれ

ば３日から４日位でコピーが入手できます。

問題になりますデメリットですが、先程も申

しましたように、欠号が出た時に補充の責任

が非常に重いということが最大だと思います。

特に週刊誌、日刊誌、新聞などの場合、例を

挙げますとＡｌｌｇｅｍｅｉｎｅなどの場合ですと、

誤植なのか実際ページがとんでいるのか、非

常に判断しにくいことがあります。これは関

西大学で分担保存していただいているんです

けれど、ページがとんでおり補充したいので

コピーを送ってほしいと連絡が来るんですが、

見てみますと同じページがとんでいてないと

いう場合があります。そういう責任感が非常

に重くなってくるというのが一つ。２番目と

して、協定の中に結ばれているんですが、途

中でやめることができないということがあり

ます。各館より承諾書をいただいているので、

いったん始めるとなかなか中止することがで

きません。第３番目として、製本して永年保

存しなければいけないということがあります。

特に汚損、破損、虫害に気を付けなければな

りません。大きく考えてメリット３つ、デメ

リット３つ、細かく言えばもっとありますが、

だいたいこの辺に要約できるのではないかと

思います。本当にメリットかおるのか、デメ

リットのほうが大きすぎるのかが問題です。

結構デメリットのほうが大きく、負担が重い

というのが実情ではないかと、本音を一言言

わせていただきます。何か一つでも参考にな

ればありかたいんですけども、これをもちま

して私の報告を終らせていただきます。
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